
「世界農業遺産」をめざそう！会員通信 第 20 号 
 
こんにちは！世界農業遺産推進係です 
■シンポジウム開催について■ 
「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」設立準備会では、来る平成 29 年 9 月 24
日（日）に、3 回目となるシンポジウムの開催を計画しています。今回のテーマは、農山漁

村で活躍される農林水産業を営む生産者の皆さんと、ボランティア活動や食を通じてつな

がる消費者、企業・団体等の皆さんとの交流を深めながら、滋賀の農山漁村の魅力につい

て考えたいと思います。詳しくは、今後の会員通信等でお知らせしますが、交流会（パネ

ル展示等）に出展いただける団体・企業様等について、次のとおり募集します。 
 
■シンポジウム出展団体の募集（会員様だけの先行案内です）■ 
来る 9 月 24 日開催予定のシンポジウムは、交流会と講演の 2 部構成で、交流会に出展いた

だける団体様を募集します。 
交流会は、シンポジウム会場内において滋賀の農山漁村の魅力を高める様々な活動を紹介

するパネル展示（ポスター展示、取組紹介、資料配付、商品の試食・販売等）を中心とす

る会場づくりを予定しています。物販を伴わず、取組や活動内容を中心に御紹介いただく

ブースも大歓迎です。日頃の取組のＰＲや成果の発表の場として、パネル展示等に御賛同

いただける皆様の御出展および御協力をよろしくお願いいたします。出展に関する詳細お

よび申込みは、こちらのチラシを御覧ください。 
http://www.pref.shiga.lg.jp/g/nosei/sekainougyouisan/kaiintsuusin/files/tenpu020-1.pdf 
 
■イベント・交流情報■ 
イベントの情報です。お時間がありましたらぜひお出かけください。なお最新の情報は、

主催者ホームページ等で御確認ください。 
 
◎「農福連携啓発セミナー」平成 29 年 8 月 9 日（水）滋賀県庁東館 7F（大津市京町） 
農業分野と福祉分野が結び付き、双方の課題解決や発展に向けての取組が県内や全国各地

で広がっています。本県の「農福連携」キックオフ！「農福連携」のきっかけをこのセミ

ナーで掴んでみませんか。農業・福祉関係者に関わらず、どなたでも御参加できます。事

前の申込みが必要です。申込締切は 8 月 1 日（火）です。詳しくは県ホームページを御覧

ください。 
http://www.pref.shiga.lg.jp/g/nosei/hodo/e-shinbun/20170710.html 
 
◎「一日ふれあい牧場」（親子バターづくり教室）平成 29 年 8 月 24 日（木） 
滋賀県畜産技術振興センターは、畜産に関する試験研究を行う機関で、場内には黒毛和牛



やホルスタイン、近江しゃも等を飼育しています。今回は畜産への理解と親しみを深めて

いただくためにバターづくり教室を開催します。また、ホルスタインを飼育している牛舎

の見学や子牛とのふれあいも予定しています。事前の申込みが必要です。 申込締切は 8 月

2 日（水）です。 詳しくは県ホームページを御覧ください。 
http://www.pref.shiga.lg.jp/g/nogyo-chikugi/hodo/e-shinbun/ge36/20170710.html 
 
■イベント・交流情報を発信します■ 
会員様が主催されるイベント等の情報を、本メールで発信します。掲載を希望される場合

は、イベント名、開催日時、開催場所などを記載した案内チラシ等のリンク先情報を事務

局までお寄せください。どうぞご活用ください。 
 
■Facebook で情報発信中■ 
琵琶湖と共生する滋賀独自の農林水産業の姿など、「世界農業遺産」を目指す取組をお伝え

しています。ぜひ御覧いただき、「いいね！」と「シェア」をお願いします。 
【滋賀県農政課世界農業遺産推進係の Facebook】 
https://www.facebook.com/pref.shiga.giahs/ 
 
■お問合せ先（事務局）■ 
本メールへの御意見や提案、お問い合わせ先は、下記のとおりです。 
お気軽に御連絡ください。 
滋賀県農政水産部農政課世界農業遺産推進係 
〒520-8577 大津市京町 4 丁目 1 番 1 号 
TEL077-528-3825 FAX077-528-4880 
メール shiga-giahs@pref.shiga.lg.jp 
アドレス変更、配信解除、退会等は、事務局への届出により対応させていただきます。 
 
■バックナンバー■ 
これまでの会員通信（バックナンバー）を県ホームページに掲載しています。 
http://www.pref.shiga.lg.jp/g/nosei/sekainougyouisan/kaiintsuusin/20161102kaiintsuusin.html 

 
■編集後記■ 
第 20 号（H29.7.26） 
会員通信第 19 号でお知らせしました第 2 回モニターツアーの申込期限は、8 月 8 日までで

す。お申込みお待ちしています。また、9 月 24 日開催のシンポジウムへの御参加ならびに

御出展について御検討をお願いいたします。会員の皆様と共に楽しいイベントにしたいと

思っています。（Staff Ａ） 


